
生駒市規則第２４号 

生駒市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則をここに公布する。 

平成２６年７月１８日 

生駒市長 山 下  真    

 

生駒市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。以下

「法」という｡)の施行に関しては、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行

令（平成７年政令第４２９号。以下「政令」という｡)及び建築物の耐震改修の

促進に関する法律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下「省令」とい

う｡)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する

用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(1) 耐震判定委員会 一般財団法人日本建築防災協会が事務局である既存建

築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震判

定委員会をいう。 

(2) 判定書 耐震判定委員会により行われた耐震診断の結果に関する判定書

をいう。 

（要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書に添付する書類） 

第３条 省令第５条第４項（省令附則第３条において準用する場合を含む｡)に規

定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 判定書の写し。ただし、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を



改正する法律（平成２５年法律第２０号）の施行の日前に行った耐震診断に

おいて、判定書の交付を受けなかった場合は、これと同等と認めるもの 

(2) その他市長が必要と認めるもの 

（計画の認定の申請書に添付する書類） 

第４条 省令第２８条第２項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものと

する。 

 (1) 判定書の写し 

 (2) その他市長が必要と認めるもの 

（計画の認定の申請書に添付することを要しない書類） 

第５条 省令第２８条第２項の規定にかかわらず、法第１７条第３項第１号の国

土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようと

する建築物の耐震改修の計画について同条第１項の規定により認定の申請をし

ようとする場合にあっては、省令第２８条第２項に規定する構造計算書を添付

することを要しない。 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付する書類） 

第６条 省令第３３条第１項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものと

する。 

 (1) 判定書の写し 

 (2) その他市長が必要と認めるもの 

２ 省令第３３条第２項第１号及び第２号に規定する規則で定める書類は、次に

掲げるものとする。 

 (1) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項、第６条の２第

１項又は第１８条第３項の規定により交付を受けた確認済証の写し 

 (2) その他市長が必要と認めるもの 

（建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書に添付することを要しない



書類） 

第７条 省令第３３条第２項の規定にかかわらず、法第２２条第２項の国土交通

大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物に

ついて同条第１項の規定により認定の申請をしようとする場合にあっては、省

令第３３条第２項第１号に規定する構造計算書を添付することを要しない。 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付する書類） 

第８条 省令第３７条第１項第３号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる

ものとする。 

(1) 判定書の写し 

(2) その他市長が必要と認めるもの 

（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書に添付することを要

しない書類） 

第９条 省令第３７条第１項の規定にかかわらず、法第２５条第２項の認定を受

けようとする区分所有建築物について同条第１項の規定により認定の申請をし

ようとする場合にあっては、省令第３７条第１項第２号に規定する構造計算書

を添付することを要しない。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


